
創業塾セミナ
ミライガクル！*特定創業支援事業

創業への心構えから、ビジネスプ
ランの作成まで実習を取り入れて

実践的に学びます。

*「特定創業支援事業」とは、創業希望者に対する継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を身につけるためのプログラムです。詳しくは裏面をご覧ください。

創業計画書の作り方を学ぶ。受講生同士で
自分のアイデアや夢をプレゼン

［講師］安野 元人 氏
　　　一ノ宮 康嗣 氏

第6回
9/15

ビジネスプラン
土

先輩創業者の体験談　創業時の心構えを
学ぶ

［講師］一ノ宮 康嗣 氏

第1回 創業
スタートアップ7/21 土

お客様＝ファンを増やしていくには

［講師］多田 稔 氏

第４回
8/25 土 販路拡大

どのような費用がどれだけ創業に必要か。
開業後の資金管理や利益管理を学ぶ

［講師］一ノ宮 康嗣 氏

第5回
9 / 1 土 財　務

経営者としての意識、売上を上げる為の手法、
営業方法等かしこい経営術を学ぶ

［講師］近本 裕也 氏

第2回
7/28 土 経　営

人材は人財！採用募集から育成、労務管理を
学ぶ

［講師］島田 満俊 氏

第3回
8/18 土 人材育成

13：30～16：00各 日

裏面の参加申込書にご記入の上、
「未・来Jobまつやま」までご提出ください。 2018年7月14日（土）消印有効

創業・起業を予定している方、創業して間もない方対 象

18名（先着・予約順）定 員 未・来 Jobまつやまミラジョブルーム
（松山市湊町3丁目4-6 松山銀天街GET！4階）場 所

申込方法 締切

Mail top@mirajob.jp

未・来Jobまつやま

魅 力 あ る 仕 事 と 職 場 を つ く る

銀天街

千舟町通り

松山市役所

一番町通り愛媛県庁

大
街
道

交
番

中の川通り

未・来 Jobまつやま
（銀天街GET!4F）松山市駅



必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送で「未・来Jobまつやま」までお送りください。
メールでの申し込みも可能です。件名に「創業塾セミナー申し込み」と入力のうえ、送信ください。

フリガナ

お名前

職業 □経営者・役員・自営業　□会社員（公務員）　□契約・派遣　□パート・バイト
□創業予定者　□主婦　□学生　□その他

〒　　　-住所
※必須

E-mail

業種

性別 男・女 年齢
歳

連絡先 （　　　）　　　－

申込締切　2018年 7月14日（土）消印有効

【FAX】089-948-8036　【E-Mail】top@mirajob.jp　【TEL】089-948-8035

※本セミナーは「特定創業支援事業」対象セミナーです。　※セミナーの内容・時間等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

・事業を６カ月以上継続していること　→　創業時に利用可能
※本セミナーの修了をもって、融資の実行を約束するものではありません。

『特定創業支援事業』とは？
■本セミナーは松山圏域２市３町（松山市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町）の
　「特定創業支援事業」に定められております。

会社を設立する際の登録免許税が軽減

松山市中小企業資金融資（振興資金）の利用要件緩和　※松山市のみ

【合名会社・合資会社】
　1件につき6万円 → 3万円

【株式会社・合同会社】　　
※資本金の0.7％ → 0.35％
　最低税額は　15万円 → 7.5万円（株式会社）　6万円 → 3万円（合同会社）

主催  「ミライガクル 創業塾セミナー」参加申込書

【証明書を受ける条件】
　対象となる方：創業前の方、創業後5年未満の方
　必要なこと：本セミナー全6回のうち「経営」「人材育成」「販路拡大」「財務」の第２回
　　　　　　　～第５回（計４回）を受講し、修了すること。

■特定創業支援事業による、支援を受けたことの「証明書」の交付は創業予定の市または
　町に発行してもらう必要があります。「証明申請書」等は各市又は町のホームページ等
　にてご確認ください。


